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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

（1）連結経営指標等 

 （注）１．第４期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．従業員数は就業人員（当企業集団内から当企業集団外への出向者を除き、当企業集団外から当企業集団内へ

の出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及び

アルバイトを含んでおります。）は、各期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

４．当社は、平成18年２月20日付で株式１株を３株に分割いたしました。 

５．第５期中間期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第３期中 第４期中 第５期中 第３期 第４期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） － － 5,198,727 － 5,982,919 

経常利益 （千円） － － 1,352,517 － 1,447,879 

中間（当期）純利益 （千円） － － 575,527 － 677,701 

純資産額 （千円） － － 7,803,520 － 7,388,053 

総資産額 （千円） － － 23,307,312 － 12,112,904 

１株当たり純資産額 （円） － － 26,338.25 － 79,700.25 

１株当たり中間（当

期）純利益金額 
（円） － － 2,051.30 － 7,993.50 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額 

（円） － － 1,928.25 － 7,282.78 

自己資本比率 （％） － － 31.8 － 61.0 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － 1,212,053 － △526,515 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － △8,306,186 － △5,964,443 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － 7,893,742 － 8,036,562 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

（千円） － － 3,104,379 － 2,206,293 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（人） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

493 

(51) 

－ 

(－) 

380 

(23) 



（2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．依頼者の意向に基づき当社が一旦不動産所有権を取得する契約形態をとったことによる不動産販売取引が、

第３期中の売上高には1,067,598千円、第３期の売上高には1,678,456千円が含まれております。 

回次 第３期中 第４期中 第５期中 第３期 第４期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） 1,781,709 2,199,024 4,352,276 3,661,267 5,650,858 

経常利益 （千円） 105,114 411,889 858,025 409,638 1,215,077 

中間（当期）純利益 （千円） 51,489 213,408 438,030 205,782 588,099 

持分法を適用した場

合の投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 120,000 353,120 3,266,342 353,120 3,265,361 

発行済株式総数 （株） 24,000 84,300 281,622 28,100 92,698 

純資産額 （千円） 182,068 1,100,690 7,445,848 887,281 7,299,856 

総資産額 （千円） 681,583 3,913,825 18,496,792 1,680,227 11,728,139 

１株当たり純資産額 （円） 7,586.21 13,056.82 26,439.16 31,575.86 78,748.80 

１株当たり中間（当

期）純利益金額 
（円） 2,145.41 2,531.54 1,561.24 8,356.06 6,936.64 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額 

（円） － 2,303.69 1,467.58 8,317.50 6,319.89 

１株当たり中間（年

間）配当額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 26.7 28.1 40.3 52.8 62.2 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 140,270 12,408 － 380,514 － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △92,050 △1,056,905 － △529,728 － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 178,866 1,514,963 － 700,699 － 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

（千円） 298,885 1,093,751 － 623,284 － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（人） 
88 

(8) 

248 

(16) 

468 

(48) 

130 

(11) 

366 

(22) 



３．第４期中間期以前、当社は持分法を適用すべき重要な関連会社が存在しなかったため、持分法を適用した場

合の投資利益は記載しておりません。 

４．第３期中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場・非登録でありましたため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

５．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んで

おります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）

は、各期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

６．当社は、平成17年５月20日付で株式１株を３株に、平成18年２月20日付で株式１株を３株に分割いたしまし

た。 

７．第４期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、第４期及び第５期中間期の持分法を適用した場

合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動による

キャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高は記載しておりません。 

８．第５期中間期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しております。 



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当企業集団（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更はあ

りません。また、各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりであります。 

＜賃貸サポート事業＞ 

 リプラス・インシュアランス株式会社は、損害保険業への参入を目的とした準備会社として平成18年４月５日に当

社の100％子会社として設立されました。 

 なお、当事業は平成18年８月18日をもって賃貸サポート事業から賃貸保証事業へ名称変更しております。 

＜ホフ事業＞ 

 匿名組合KATSURAGAWA、匿名組合MASUKAGAMI及び匿名組合デリーに匿名組合出資し、関係会社としました。 

 なお、当事業は平成18年８月18日をもってホフ事業からアセットマネジメント事業へ名称変更しております。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

（注）１．匿名組合KATSURAGAWA、匿名組合MASUKAGAMI、匿名組合デリーの「議決権の所有又は被所有割合」は、匿名

組合への出資割合であります。  

２．「議決権の所有又は被所有割合」の（ ）内は、間接所有割合であり内数であります。 

３．上記関係会社は、平成18年９月19日付をもって、東京都千代田区から東京都港区へと本社を移転しておりま

す。 

関係会社の状況   

名称 住所 

資本金 
または 
出資金 
（千円） 

主要な事業内容 

議決権の所有
又は被所有 
割合（％） 
(注)２  

関係内容 

（持分法非適用の非連結子

会社） 

リプラス・インシュアラン

ス株式会社 

東京都 

千代田区 

(注)３ 

30,000 
損害保険事業の 

企画・調査  
100.0 

当社の取締役２名、監

査役１名及び従業員１

名が役員を兼務してお

ります。  

（連結子会社） 

匿名組合KATSURAGAWA 

東京都 

千代田区 

(注)３ 

－ 
匿名組合財産の

運用及び管理  

80.4 

 (注)１ 

当社がアセットマネジ

メント業務を受託して

おります。また、当社

が匿名組合出資してお

ります。  

（連結子会社） 

匿名組合MASUKAGAMI 

東京都 

千代田区 

(注)３ 

－ 
匿名組合財産の

運用及び管理  

80.4 

(80.4) 

 （注)１ 

当社がアセットマネジ

メント業務を受託して

おります。 

（持分法非適用関連会社） 

匿名組合デリー 

東京都 

千代田区 

(注)３ 

－ 
匿名組合財産の

運用及び管理  

20.0 

(2.9) 

 (注)１ 

リプラス・チャイナ・

アセットマネジメント

株式会社がアセットマ

ネジメント業務を受託

しております。また、

当社及びリプラス・チ

ャイナ・アセットマネ

ジメント株式会社が匿

名組合出資しておりま

す。 



４【従業員の状況】 

（1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当企業集団内から当企業集団外への出向者を除き、当企業集団外から当企業集団内へ

の出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及び

アルバイトを含んでおります。）は、当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．全社（共通）として記載されている従業員は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

３．従業員数が前連結会計年度末に比して113名増加しましたのは、主として業容拡大に伴う中途採用によるも

のであります。 

（2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んで

おります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）

は、当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．従業員数が前事業年度末に比して102名増加しましたのは、主として業容拡大に伴う中途採用によるもので

あります。 

（3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

 賃貸サポート事業 331 (29) 

 ホフ事業 110 (11) 

 全社（共通） 52 (11) 

合計 493 (51) 

  平成18年６月30日現在

従業員数（人） 468 （48） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績回復を背景とした堅調な設備投資や輸出の増加、雇用・所

得環境の改善を背景とした底堅い個人消費がかみ合い、日銀による量的緩和政策の解除がなされるなど、全般的に

デフレ経済からの脱却に進展が見られる状況となり、米国や中国経済の動向や為替、原油価格といった不安定要素

はあるものの、景気拡大基調は継続していくものと考えられます。 

 当企業集団の所属する不動産業界におきましては、地価及び賃料が底を打ったこと、不動産の流動性や透明感の

高まりなどにより金融商品化が進展したことや、日本のイールドギャップが相対的に高い水準にあることを背景に

投資資金の流入が続き、競合他社の参入などが増加し、一般的に競争環境が激化したものの、当企業集団にとって

の事業機会は順調に拡大していると考えられます。 

 このような事業環境の中、当社が営む不動産資産に関わる各種の金融サービスを提供する事業、具体的には、賃

貸住宅に関わる滞納家賃保証システムの提供を営む「賃貸サポート事業」、及び不動産ファンドのアセットマネジ

メント事業を営む「ホフ事業」において、収益の拡大と利益の確保に努めてまいりました。 

 賃貸サポート事業は、規模が拡大するほど収益率が向上する収益逓増の法則が働くモデルであり、家賃回収イン

フラとなることを目標としており、ホフ事業は、専門性を持つチーム、差別化された投資戦略が規模拡大と収益性

をもたらすモデルであり、資金運用の信頼機関としてのリーディングポジションを確立することを目標としており

ます。双方ともに賃貸住宅に関わる領域を主たる対象としており、市場情報・構造に対する理解の高まりに関する

補完関係が存在し、両事業間でシナジー効果が発揮されております。 

（賃貸サポート事業） 

 平成15年４月より開始した賃貸サポート事業では、不動産賃貸借契約に関わる滞納家賃保証システムの提供及び

賃貸住宅管理会社の家賃回収業務などの業務受託を行っており、賃貸住宅管理の業界におけるデコンストラクショ

ン（特定の業務に特化した業者が登場することによる業界バリューチェーンの再構成）の流れの上に位置づけられ

る事業であります。 

 当社の提供する賃貸住宅の滞納家賃保証システムは、被保証者である賃貸住宅入居者へのサービスのみならず、

多数の物件を管理する賃貸住宅の管理会社に対するサービス提供の側面を持っております。実際には当社が入居者

に直接営業するのではなく賃貸住宅管理会社が入居者に対して当社の保証を紹介することにより契約者数の拡大が

促進されております。 

 当中間連結会計期間においては、大手賃貸住宅管理会社との業務提携に加え、一定以上の管理戸数を有する賃貸

住宅管理会社との業務提携も順調に進み、また、大手賃貸住宅管理会社に対する当サービスの浸透度も更に深まっ

ております。具体的には、当社の提供するサービスの中で、特に家賃入金管理機能を強化した集金代行セット型保

証の新規契約件数に占める割合が増加しており、業務組込み比率も着実に高まる中、市場への浸透が一段と進んで

おります。 

 また、営業拠点としての沖縄支店及び熊本支店の開設に加え、督促の拠点としてサテライト・オフィスを設け、

更には初期対応を行うコールセンターを活用することで、督促業務の効率化を図っております。 

 その結果、新規契約件数が大幅に増加するとともに、前年度以前に獲得した契約にかかる年間保証料も既に前連

結会計年度を超える売上高を計上し、売上高は大幅に増加しております。 

（ホフ事業） 

 ホフ事業は、不動産ファンドのアセットマネジメント、すなわち、自己資本をその主たる資金として不動産の売

買を実行するのではなく、投資家の資金運用を支援することにより運用手数料・成功報酬などを受け取る事業であ

ります。したがって、リプラスという成長途上の企業のバランスシートに制約を受ける比率を下げた形で、規模拡

大を図ることができます。 

 不動産金融事業のプレイヤーとしての当社の特徴は、１）安定的かつ継続的な収益の拡大を目指しており、賃貸

住宅を主たる対象とし、投資物件の転売によるキャピタル・ゲインよりも中期的な安定配当をもたらす家賃収入に

着目するという投資スタンスを取っていること、２）収益物件のみならず不動産の再生・付加価値向上を投資収益

確保の手法に組み込んでいることにより、崩れにくい収益基盤を確保しやすいこと、の２つがあります。 

 当中間連結会計期間においては、優良物件の取得競争が激しくなっている中、賃貸サポート事業における提携先

をはじめ、新たな物件取得ルートによる収益物件取得、都心部においては再生・開発型投資による物件取得という

ように、物件取得手法を変えることでAUM（管理下資産）を増大させております。また、住む人のニーズ毎に３つ

の市場―①都心コンパクト、②駅近ワンルーム、③郊外ファミリー―に分類した分散投資を図るとともに、賃貸サ

ポート事業におけるリレーションを生かし、全国分散投資を行い、ポートフォリオを意識したAUMの増大を図って

おります。 



 また、当社の連結子会社であるリプラス・リート・マネジメント株式会社がその資産運用に関する業務を受託し

ているリプラス・レジデンシャル投資法人が、６月に株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ上場して

おります。当企業集団は継続的に拡大し続ける事業を志向しており、これにより、昨年11月に組成したリプラス・

レジデンシャル・ウェアハウス・ファンドとあわせて、当企業集団のAUMの増大を図り続けるための事業枠組みの

構築が進みました。当中間連結会計期間に初めて、当ファンドから同投資法人へ資産の移管が行われており、同投

資法人の当中間連結会計期間末のAUMは、約549億円となりました。 

 一方、中国国内の不動産を投資対象とした資金運用支援事業を行う連結子会社であるリプラス・チャイナ・アセ

ットマネジメント株式会社は、AUM約420億円となるファンドを組成し、北京の経済の中心地域であるCBD

（Central Business District）の一画にある大規模な商業施設、オフィスなどからなるチャイナセントラルプレ

イスにオフィスビル２棟を取得いたしました。 

 以上より、当中間連結会計期間末において、AUM総額で約720億円を新規で獲得し、約1,643億円に達しました。

また、物件取得時のセットアップフィーが新規に獲得されたことに加え、ストック型のアセットマネジメントフィ

ーの基盤も拡大いたしました。 

 これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は5,198,727千円、経常利益は1,352,517千円、中間純利益は

575,527千円となりました。 

 なお、当中間連結会計期間は、中間連結財務諸表の作成初年度であるため、前連結事業年度比は記載しておりま

せん。 

 当中間連結会計期間の事業の種類別セグメントの売上高及び構成比は以下のとおりとなっております。 

 なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 

（2）キャッシュ・フロー 

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、金融機関からの借入により獲得

した資金の一部を、投資有価証券の取得などの投資活動に使用した結果、3,104,379千円となりました。 

  また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において営業活動により獲得した資金は1,212,053千円となりました。 

 これは主として税金等調整前中間純利益が1,352,517千円計上され、未払金が517,849千円、預り金が294,129千

円増加したものの、法人税等の支払額が633,713千円計上され、匿名組合出資金が207,501千円増加したことによる

ものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は8,306,186千円となりました。 

 これは主として投資有価証券の払戻しによる収入が1,620,309千円あったものの、投資有価証券の取得による支

出が5,428,876千円、関係会社への出資による支出が1,780,000千円、短期貸付金の増加額が1,420,060千円、新規

連結子会社株式等の取得に伴う支出が540,016千円、拘束性預金の預入による支出が367,500千円、敷金保証金の差

入れによる支出が273,347千円、長期貸付けによる支出が112,352千円あったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において財務活動により獲得した資金は7,893,742千円となりました。 

 これは主として、コマーシャルペーパー発行による収入が2,500,000千円、短期借入金の増加額が5,409,715千円

あったことによるものであります。 

事業の種類別セグメントの名称 売上高（千円） 構成比（％） 

ホフ事業 2,916,797 56.1 

賃貸サポート事業 2,281,930 43.9 

合計 5,198,727 100.0 



２【生産、受注及び販売の状況】 

（1）生産実績 

 当企業集団は、賃貸サポート事業及びホフ事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、

生産実績の記載はしておりません。 

（2）受注状況 

 当企業集団は、受注生産を行っておりませんので、受注状況の記載はしておりません。 

（3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当中間連結会計期間は中間連結財務諸表の作成初年度であるため、前連結事業年度比は記載しておりませ

ん。 

３．当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとお

りであります。 

 （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において当企業集団が対処すべき課題について、重要な変更はありません。  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

販売高（千円） 

ホフ事業 2,916,797 

賃貸サポート事業 2,281,930 

合計 5,198,727 

相手先 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

販売高（千円） 割合（％） 

Re-plus China Asset Management Cayman 668,500 12.9 

RCA01 571,000 11.0 

有限会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス１号 528,115 10.2 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

（１）提出会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備の重要な異動はありません。 

（２）国内子会社 

当中間連結会計期間において、匿名組合MASUKAGAMIが新たに連結子会社となったため、次の設備が当企業集団

の主要な設備となりました。 

 （注） 上記金額には消費税等を含んでおりません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はございません。 

  平成18年６月30日現在 

会社名 事務所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの名称 設備の内容 

帳簿価額（千円） 従業員数 
（人） 土地 合計 

匿名組合

MASUKAGAMI 

本社 

（東京都千代田区） 
ホフ事業 土地 2,454,634 2,454,634 － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成17年９月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法

に基づき発行された転換社債の転換及び新株引受権付社債の権利行使を含む。）により発行された株式は含ま

れておりません。 

（2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりでありま

す。 

（平成15年７月31日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除してお

ります。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,118,568 

計 1,118,568 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 

（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月20日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 281,622 282,990 
東京証券取引所 

（マザーズ） 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

計 281,622 282,990 － － 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 747(注)１ 696(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,723(注)１ 6,264(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 556(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年８月１日 

至 平成25年７月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   556 

資本組入額  278 
同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

調整後 
行使価額 

＝ 

既発行
株式数 

× 
調整前 
行使価額

＋ 
新規発行または
処分株式数 

× 
１株当たり払込金額 
または処分価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数または処分株式数 



また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日をもって平成17年12月31日（土曜

日）[ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日）]最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。この

ため、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりである。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時に

おいても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、店頭

登録あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場合はこ

の限りではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間

でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使

に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものと

する。 

④新株予約権の割当を受けた者は、以下の区分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。

（イ）権利行使時において当社及び当社子会社の取締役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた

新株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使する

ことができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済み

の数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以

内について権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利

を行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ．定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ．定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日か

ら、未行使の新株予約権を全て行使することができる。 

なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の

1.5倍以上であることを要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



（平成15年12月８日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除してお

ります。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日をもって平成17年12月31日（土曜

日）[ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日）]最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。この

ため、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりである。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役・監査役または従業員であった者は、新株予約

権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。た

だし、店頭登録あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認め

た場合はこの限りではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間

でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使

に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものと

する。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 556(注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,004(注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 556(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年12月９日 

至 平成25年12月８日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   556 

資本組入額  278 
同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

るものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

調整後 
行使価額 

＝ 

既発行
株式数 

× 
調整前 
行使価額

＋ 
新規発行または
処分株式数 

× 
１株当たり払込金額 
または処分価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数または処分株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



④新株予約権の割当を受けた者は、以下の区分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。

（イ）権利行使時において当社または当社子会社の取締役・監査役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた

新株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使する

ことができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済み

の数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以

内について権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利

を行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ．定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ．定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日か

ら、未行使の新株予約権を全て行使することができる。 

なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の

1.5倍以上であることを要する。 

（平成16年６月30日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除してお

ります。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 306(注)１ 205(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,754(注)１ 1,845(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 600(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日 

至 平成26年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   600 

資本組入額  300 
同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

調整後 
行使価額 

＝ 

既発行
株式数 

× 
調整前 
行使価額

＋ 
新規発行または
処分株式数 

× 
１株当たり払込金額 
または処分価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数または処分株式数 



また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日をもって平成17年12月31日（土曜

日）[ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日）]最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。この

ため、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役・監査役または従業員であった者は、新株予約

権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。た

だし、店頭登録あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認め

た場合はこの限りではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間

でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使

に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものと

する。 

④新株予約権の割当を受けた者は、以下の区分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。

（イ）権利行使時において当社及び当社子会社の取締役・監査役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた

新株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使する

ことができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済み

の数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以

内について権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利

を行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ．定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ．定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日か

ら、未行使の新株予約権を全て行使することができる。 

なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の

1.5倍以上であることを要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



（平成16年11月１日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除してお

ります。 

 ２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

    更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

  

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日をもって平成17年12月31日（土曜

日）[ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日）]最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。この

ため、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の従業員であった者（入社予定者を含む。）は、新株予

約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の取締役・監査役または従業員であること

を要する。ただし、店頭登録あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取

締役会が認めた場合はこの限りではない。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 257(注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,313(注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 806(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年11月２日 

至 平成26年11月１日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   806 

資本組入額  403 
同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

調整後 
行使価額 

＝ 

既発行
株式数 

× 
調整前 
行使価額

＋ 
新規発行または
処分株式数 

× 
１株当たり払込金額 
または処分価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数または処分株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間

でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使

に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものと

する。 

④新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において以下の（イ）または（ロ）に該当する者は、各区分

に従って、権利の一部または全部を行使することができる。 

（イ）権利行使時において当社、当社子会社または当社の関係会社の取締役・監査役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社、当社子会社または当社の関係会社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた

新株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使する

ことができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済み

の数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以

内について権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利

を行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ．定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ．定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日か

ら、未行使の新株予約権を全て行使することができる。 

なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の

1.5倍以上であることを要する。 

（3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．株式分割 

平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日をもって平成17年12月31日(土曜

日）[ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日）]最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、１株につき３株に分割いたしまし

た。 

２．新株予約権の行使による増加であります。 

３．平成18年７月１日から平成18年８月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,368

株、資本金が400千円、資本準備金が400千円増加しております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高 
（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成18年２月20日  

(注)１  
185,396 278,094 － 3,265,361 － 3,230,033 

平成18年１月１日～

平成18年６月30日 

(注)２  

3,528 281,622 980 3,266,342 980 3,231,014 



（4）【大株主の状況】 

（5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,108株（議決権4,108個）

含まれております。 

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

姜 裕 文 東京都千代田区霞が関３-２-５ 

株式会社リプラス内 

101,700 36.11 

菊 本 淳 子 東京都千代田区霞が関３-２-５ 

株式会社リプラス内 

46,800 16.62 

谷 家 衛 東京都千代田区霞が関３-２-５ 

株式会社リプラス内 

32,400 11.50 

有限会社YNKホールディングス 東京都港区白金４-10-18-303 18,000 6.39 

ビーエヌピーパリバセキュリティーズサー

ビスロンドンジャスデックユーケーレジィ

デンツ  

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

東京都中央区日本橋３-11-１  9,950 3.53 

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社（信託口）  

東京都港区浜松町２-11-３ 6,856 2.43 

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２-２-２  3,110 1.10 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社（信託口）  

東京都中央区晴海１-８-11 3,099 1.10 

ザバンクオブニューヨークノントリーティ

ージャスデックアカウント 

（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行） 

東京都千代田区丸の内２-７-１  2,690 0.96 

エーシーピーシードファンド５ 

投資事業組合  

東京都港区赤坂２-３-４ 

ランディック赤坂ビル 

2,250 0.80 

計 － 226,855 80.55 

  平成18年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 281,622 281,622 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

端株 － － － 

発行済株式総数 281,622 － － 

総株主の議決権 － 281,622 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株式
数（株） 

他人名義所有株式
数（株） 

所有株式数の合計
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

 － － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 509,000 495,000 348,000 353,000 301,000 271,000 

最低（円） 372,000 307,000 275,000 298,000 218,000 192,000 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

（1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

（2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当

中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づき作成して

おります。 

（3）当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、中間連結財務諸表の作成初年度である

ため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

は、前中間連結会計期間との対比は行っておりません。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日

まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間財務諸表につ

いてはみかさ監査法人により中間監査を受け、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）につ

いては中央青山監査法人により中間監査を受けております。  

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間会計期間              中央青山監査法人 

 当中間連結会計期間及び当中間会計期間   みかさ監査法人 



１【中間連結財務諸表等】 

（1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金 ※２   3,471,879     2,206,293   

２．売掛金     1,292,430     1,200,192   

３．たな卸資産     16,795     14,525   

４．短期貸付金     1,523,640     －   

５．立替金     1,122,165     1,149,739   

６．その他     1,367,229     1,057,912   

貸倒引当金     △2,696     △444   

流動資産合計     8,791,443 37.7   5,628,219 46.5 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産  ※１             

（1）土地   2,454,634     －     

（2）その他   122,158     114,034     

有形固定資産合計     2,576,792     114,034   

２．無形固定資産     136,749     86,041   

３．投資その他の資産               

（1）投資有価証券   9,012,114     5,607,047     

（2）その他の関係会社有
価証券 

  1,750,000     －     

（3）その他   1,035,612 11,797,727   674,933 6,281,980   

固定資産合計     14,511,269 62.3   6,482,057 53.5 

Ⅲ 繰延資産               

繰延資産合計     4,599 0.0   2,627 0.0 

資産合計     23,307,312 100.0   12,112,904 100.0 

     
 



    
当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．短期借入金 ※４   9,835,250     2,425,960   

２．コマーシャルペーパー     2,500,000     －   

３．未払金     1,131,056     604,507   

４．未払法人税等     841,413     704,252   

５．預り金     871,558     580,815   

６．保証履行引当金     255,735     168,603   

７．その他     64,132     96,300   

流動負債合計     15,499,144 66.5   4,580,439 37.8 

Ⅱ 固定負債               

１．長期借入金     －     4,270   

２．その他     4,647     19,697   

固定負債合計     4,647 0.0   23,967 0.2 

負債合計     15,503,792 66.5   4,604,406 38.0 

                

（少数株主持分）               

少数株主持分     － －   120,443 1.0 

                

（資本の部）               

Ⅰ 資本金     － －   3,265,361 27.0 

Ⅱ 資本剰余金     － －   3,230,033 26.6 

Ⅲ 利益剰余金     － －   892,658 7.4 

資本合計     － －   7,388,053 61.0 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

    － －   12,112,904 100.0 

                

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     3,266,342 14.0   － － 

２．資本剰余金     3,231,014 13.9   － － 

３．利益剰余金     1,466,074 6.3   － － 

株主資本合計     7,963,431 34.2   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１．その他有価証券評価差
額金 

    △546,000     －   

評価・換算差額等合計     △546,000 △2.3   － － 

Ⅲ 少数株主持分     386,088 1.6   － － 

純資産合計     7,803,520 33.5   － － 

負債純資産合計     23,307,312 100.0   － － 

     



②【中間連結損益計算書】 

   
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  5,198,727 100.0 5,982,919 100.0

Ⅱ 売上原価  1,170,020 22.5 1,439,149 24.0

売上総利益  4,028,707 77.5 4,543,770 76.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,651,441 51.0 2,941,562 49.2

営業利益  1,377,265 26.5 1,602,208 26.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息配当金  6,947 11,599   

２．消費税等差益  6,653 －   

３．その他  832 14,433 0.3 1,498 13,097 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  30,460 39,823   

２．支払手数料  3,513 82,451   

３．新株発行費  4,185 43,969   

４．その他  1,022 39,182 0.8 1,182 167,426 2.8

経常利益  1,352,517 26.0 1,447,879 24.2

Ⅵ 特別損失    

１．移転費用  － － － 56,508 56,508 1.0

税金等調整前中間（当
期）純利益 

 1,352,517 26.0 1,391,370 23.2

法人税、住民税及び事
業税 

 752,810 805,460   

法人税等調整額  △75,080 677,730 13.0 △129,019 676,440 11.3

少数株主利益  99,259 1.9 37,228 0.6

中間（当期）純利益  575,527 11.1 677,701 11.3

     



③【連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

  連結剰余金計算書 

  

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部） 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 317,800

Ⅱ 資本剰余金増加高 

１．増資による新株の発行 2,911,069

２．新株予約権の行使による新株の発行 1,164 2,912,233

Ⅲ 資本剰余金期末残高 3,230,033

  

（利益剰余金の部） 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 216,361

Ⅱ 利益剰余金増加高 

１．当期純利益 677,701 677,701

Ⅲ 利益剰余金減少高 

１．連結子会社増加に伴う利益剰余金の減少高 1,404 1,404

Ⅳ 利益剰余金期末残高 892,658

  

  （単位：千円）

 

株主資本 評価・換算
差額等 

少数株主
持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計 

その他有価
証券評価差
額金 

平成17年12月31日 残高 3,265,361 3,230,033 892,658 7,388,053 － 120,443 7,508,497

中間連結会計期間中の変動

額 
       

新株の発行 980 980 － 1,961 － － 1,961

中間純利益 － － 575,527 575,527 － － 575,527

連結子会社増加に伴う利益

剰余金減少高 
－ － △2,111 △2,111 － － △2,111

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

－ － － － △546,000 265,644 △280,355

中間連結会計期間中の変動

額合計 
980 980 573,416 575,377 △546,000 265,644 295,022

平成18年６月30日 残高 3,266,342 3,231,014 1,466,074 7,963,431 △546,000 386,088 7,803,520



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

１．税金等調整前中間（当期）純利益   1,352,517 1,391,370 

２．減価償却費   9,618 16,970 

３．ソフトウェア償却費   1,323 － 

４．繰延資産償却   1,022 1,179 

５．連結調整勘定償却額   1,544 1,544 

６．貸倒引当金の増加額   2,251 444 

７．保証履行引当金の増加額   87,129 67,603 

８．受取利息配当金   △6,947 △11,599 

９．支払利息   30,460 39,823 

10．支払手数料   3,513 82,451 

11．新株発行費   4,185 43,969 

12．固定資産の除却に係る費用   － 13,713 

13．売上債権の増加額   △92,237 △1,020,034 

14．たな卸資産の増加額   △2,269 － 

15．前渡金の増減額（△：増加額）   95,791 △333,118 

16．未収入金の増加額   △133,709 △490,723 

17．立替金の増減額（△：増加額）    27,573 △798,952 

18．匿名組合出資金の増加額    △207,501 － 

19．未払金の増加額    517,849 479,380 

20．未払消費税等の増減額（△：減少額）    △70,696 57,160 

21．預り金の増加額    294,129 417,060 

22．その他    △7,367 22,685 

小計   1,908,184 △19,070 

23．利息及び配当金の受取額   1,756 4,532 

24．利息の支払額   △58,756 △41,048 

25．手数料の支払額   △5,416 △85,021 

26．法人税等の支払額   △633,713 △385,907 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,212,053 △526,515 

 



    
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

１．拘束性預金の預入による支出   △367,500 － 

２．有形固定資産の取得による支出   △21,684 △120,330 

３．無形固定資産の取得による支出   △40,331 △69,448 

４．投資有価証券の払戻しによる収入   1,620,309 4,490,220 

５．投資有価証券の取得による支出   △5,428,876 △8,790,377 

６．関係会社への出資による支出   △1,780,000 △75,000 

７．短期貸付金の増加額   △1,420,060 △100,294 

８．長期貸付けによる支出   △112,352 △1,272,360 

９．長期貸付金の回収による収入   － 136,000 

10．敷金保証金の差入れによる支出   △273,347 △244,408 

11．新規連結子会社株式の取得に伴う収入   － 72,287 

12．新規連結子会社株式等の取得に伴う支出 ※２ △540,016 － 

13．その他   57,671 9,266 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △8,306,186 △5,964,443 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

１．短期借入金の増加額   5,409,715 2,259,100 

２．コマーシャルペーパー発行による収入   2,500,000 － 

３．長期借入れによる収入   － 1,980,000 

４．長期借入金の返済による支出   △4,980 △1,989,960 

５．株式の発行による収入   1,961 5,824,475 

６．株式の発行による支出   △12,954 △31,760 

７．その他    － △5,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー   7,893,742 8,036,562 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   799,609 1,545,603 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   2,206,293 623,284 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額   98,475 37,406 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  ※１ 3,104,379 2,206,293 

        



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数  ５社  

連結子会社の名称 

リプラス・リート・マネジメント 

株式会社 

リプラス・インベストメンツ 

株式会社 

リプラス・チャイナ・アセットマネ

ジメント株式会社 

匿名組合KATSURAGAWA 

匿名組合MASUKAGAMI  

リプラス・チャイナ・アセットマネ

ジメント株式会社は、重要性が高くな

ったため、当中間連結会計期間より連

結の範囲に含めております。 

また、匿名組合KATSURAGAWA及び匿

名組合MASUKAGAMIについては、当中間

連結会計期間において新たに組成した

ため、連結の範囲に含めております。 

（1）連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

リプラス・リート・マネジメント 

株式会社 

リプラス・インベストメンツ 

株式会社 

なお、リプラス・リート・マネジメ

ント株式会社及びリプラス・インベス

トメンツ株式会社は重要性が高くなっ

たため、それぞれ当連結会計年度下期

首、当連結会計年度末より連結いたし

ております。  

 （2）非連結子会社の名称等  

リプラス・インシュアランス 

株式会社  

（連結の範囲から除いた理由） 

 リプラス・インシュアランス株式

会社は小規模であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益、利益剰余

金等は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため

であります。 

（2）非連結子会社の名称等 

リプラス・チャイナ・アセットマネ

ジメント株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

 同社は小規模であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益、利益剰余

金等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであ

ります。 

 （3）他の会社等の議決権の過半数を自己

の計算において所有しているにもか

かわらず子会社としなかった当該他

の会社の名称 

匿名組合カルカッタ  

（子会社としなかった理由） 

 当企業集団がアセットマネジメン

ト事業の一環として取得したもの

で、第三者に売却することを意図し

ており、傘下に入れる目的ではない

ため子会社としておりません。 

（3）    ─────── 

２．持分法の適用に関する 

 事項 

（1）    ─────── （1）他の会社等の議決権の20％以上、

50％以下を自己の計算において所有

しているにもかかわらず関連会社と

しなかった当該他の会社等の名称 

リプラス・レジデンシャル投資法人 

（関連会社としなかった理由） 

  当企業集団は、当該投資法人の議

決権の36％を所有しておりますが、

財務及び営業または事業の方針の決

定に対する影響が一時的であると認

められるためであります。   

 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 （2）持分法非適用の非連結子会社及び関

連会社の名称  

リプラス・インシュアランス 

株式会社（非連結子会社） 

匿名組合デリー（関連会社） 

（持分法を適用しない理由） 

 両社は中間純損益及び利益剰余金

等からみて、持分法の対象から除い

ても中間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。  

（2）    ─────── 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社のうちリプラス・リート・

マネジメント株式会社の決算日は３月31

日であります。中間連結財務諸表の作成

にあたっては、中間連結決算日におい

て、中間連結財務諸表作成の基礎となる

財務諸表を作成するために必要とされる

決算を行っております。  

その他の連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しております。  

連結子会社のうちリプラス・リート・

マネジメント株式会社の決算日は、３月

31日であります。連結財務諸表の作成に

あたっては、連結決算日において、連結

財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作

成するために必要とされる決算を行って

おります。 

リプラス・インベストメンツ株式会社

の決算日は、12月31日であります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております  

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法によ

り算定）によっております。  

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採

用しております 

匿名組合出資金 

 匿名組合の損益のうち当社及

び連結子会社に帰属する持分相

当額を売上高に計上するととも

に「投資有価証券」、「その他

の関係会社有価証券」を加減す

る処理を行っております。 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

子会社株式 

同左 

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

───── 

  

  

  

  

時価のないもの 

同左 

  

匿名組合出資金 

 匿名組合の損益のうち当社及

び連結子会社に帰属する持分相

当額を売上高に計上するととも

に「投資有価証券」を加減する

処理を行っております。 

 ②たな卸資産 

仕掛品 

 個別法に基づく原価法によって

おります。  

貯蔵品 

 最終仕入原価法によっておりま

す。 

②たな卸資産 

仕掛品 

同左 

  

貯蔵品 

同左 

 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

①有形固定資産 

 定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物     15年 

 器具備品   ４年  

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

ります。  

②無形固定資産 

同左 

 （3）重要な繰延資産の処理方法 

①創立費 

５年内に均等額以上を償却する方

法を採用しております。 

（3）重要な繰延資産の処理方法 

①創立費 

商法施行規則の規定に基づき、５

年内に均等額以上を償却する方法を

採用しております。 

 ②開業費 

５年内に均等額以上を償却する方

法を採用しております。  

②開業費 

商法施行規則の規定に基づき、５

年内に均等額以上を償却する方法を

採用しております。 

 ③新株発行費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

③新株発行費 

同左 

 （4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金  

当社は債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

（4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 ②保証履行引当金 

当社は滞納家賃保証事業に係る損

失に備えるため、過去の実績保証履

行損失率を勘案し、損失負担見込額

を計上しております。 

②保証履行引当金 

同左 

 （5）収益及び費用の計上基準 

滞納家賃保証事業の収益は、当中

間連結会計期間中の契約締結に係る

契約金額全額を計上しております。 

（5）収益及び費用の計上基準 

滞納家賃保証事業の収益は、当連

結会計年度中の契約締結に係る契約

金額全額を計上しております。 

 （6）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

（6）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 （7）その他中間連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

（7）その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は7,417,431千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

───── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

24,503千円   

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

14,884千円   

※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

※２．     ────────── 

定期預金 367,500千円  

担保付債務 

 有限会社リプラスロード８の借入金及び未払費

用の総額9,005,732千円に対して、上記資産を担

保に提供しております。 

  

 ３．偶発債務 

連帯保証債務 

滞納家賃保証事業に係る保証極度相当額でありま

す。 

 ３．偶発債務 

連帯保証債務 

滞納家賃保証事業に係る保証極度相当額でありま

す。 

保証極度相当額 32,780,612千円 保証極度相当額 22,605,614千円 

※４．コミットメントライン 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。これらの契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

※４．コミットメントライン 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。これらの契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 

3,280,000千円 

借入実行残高 2,107,000千円 

差引額 1,173,000千円 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 

1,980,000千円 

借入実行残高 1,407,000千円 

差引額 573,000千円 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

給与手当 1,013,395千円 

賞与  292,242千円 

貸倒引当金繰入額 2,251千円 

給与手当  1,160,636千円 

貸倒引当金繰入額 444千円 

２．減価償却実施額 ２．減価償却実施額 

有形固定資産  9,618千円 

無形固定資産  1,323千円 

有形固定資産 15,238千円 

無形固定資産 1,732千円 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株数に関する事項 

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加は、3,528株が新株予約権の権利行使による新株発行によるものであり、

185,396株が平成18年２月20日に効力が発生した株式分割（１対３）によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注)１．当中間連結会計期間増加株数は、平成18年２月20日付をもって効力が発生した株式分割（１対３）によるもの

であります。 

２．当中間連結会計期間減少株数は、新株予約権の行使によるものであります。 

３．当中間連結会計期間減少株数は、新株予約権の行使及び消却によるものであります。 

４．当中間連結会計期間減少株数は、新株予約権の放棄によるものであります。また、権利行使日未到来でありま

す。 

５．当中間連結会計期間減少株数は、新株予約権の消却及び放棄によるものであります。また、権利行使日未到来

であります。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  （単位：株） 

 
前連結会計年度末 
株式数 

当中間連結会計期間
増加株式数 

当中間連結会計期間
減少株式数 

当中間連結会計期間
末株式数 

発行済株式     

普通株式 92,698 188,924 － 281,622 

合計 92,698 188,924 － 281,622 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計 
年度末 

当中間連結
会計期間増
加(注)１  

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社

（親会社） 

平成15年７月31日臨時

株主総会決議に基づく

新株予約権(注)２ 

普通株式 3,066 5,454 1,797 6,723 － 

平成15年12月８日臨時

株主総会決議に基づく

新株予約権(注)３  

普通株式 2,049 3,684 729 5,004 － 

平成16年６月30日臨時

株主総会決議に基づく

新株予約権(注)４ 

普通株式 981 1,884 111 2,754 － 

平成16年11月１日臨時

株主総会決議に基づく

新株予約権(注)５ 

普通株式 786 1,554 27 2,313 － 

合計 － 6,882 12,576 2,664 16,794 － 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 3,471,879千円

拘束性預金 △367,500千円

現金及び現金同等物 3,104,379千円

現金及び預金勘定  2,206,293千円

現金及び現金同等物 2,206,293千円

※２．新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の

主な内訳 

  新たに匿名組合KATSURAGAWA及び匿名組合

MASUKAGAMIを連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳、当該子会社の取得価額及び取

得のための支出（純額）との関係は次のとおりで

あります。 

※２．    ───────────── 

流動資産 232,424千円

固定負債 2,454,634千円

流動負債 △2,009,307千円

少数株主持分 △132,522千円

子会社の取得価額 545,229千円

子会社の現金及び現金同等物 5,213千円

差引：子会社取得のための支出

（純額） 
540,016千円

 



（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

建物 35,953 7,511 28,442

器具備品  352,852 73,131 279,720

ソフトウェア  243,832 34,135 209,696

合計 632,638 114,778 517,859

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物 35,953 4,473 31,480

器具備品  283,725 41,017 242,707

ソフトウェア  53,281 10,348 42,932

合計 372,960 55,839 317,120

（2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 115,979千円

１年超 411,315千円

合計 527,295千円

１年内 65,198千円

１年超 257,508千円

合計  322,706千円

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料       65,615千円

減価償却費相当額 58,938千円

支払利息相当額 10,526千円

支払リース料 54,474千円

減価償却費相当額 47,827千円

支払利息相当額 11,477千円

（4）減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（5）利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分法については、利

息法によっております。  

（5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引  

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引  

未経過リース料 

１年内 1,680千円

１年超 840千円

合計 2,520千円

１年内  1,680千円

１年超 1,680千円

合計 3,360千円

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 



（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

当企業集団は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

当企業集団は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

中間連結貸借対照表

計上額が取得原価を

超えないもの 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 3,250,000 2,704,000 △546,000 

合計  3,250,000 2,704,000 △546,000 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容  

 区分  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

①匿名組合出資金 6,300,614 

②非上場株式 7,500 

③その他の関係会社有価証券 1,750,000 

 合計 8,058,114 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容  

 区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

①不動産投資信託 3,250,000 

②匿名組合出資金 2,284,547 

③非上場株式 72,500 

 合計 5,607,047 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービス内容及び市場・顧客の類似性を考慮して区分しております。  

２．各区分に属する主要な事業内容 

３．当中間連結会計期間における営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

476,330千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．平成18年８月をもってホフ事業はアセットマネジメント事業に、賃貸サポート事業は賃貸保証事業に名称変

更しております。 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービス内容及び市場・顧客の類似性を考慮して区分しております。  

２．各区分に属する主要な事業内容 

３．当連結会計年度における営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は436,268

千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

  
ホフ事業 
（千円） 

賃貸サポート
事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 2,916,797 2,281,930 5,198,727 － 5,198,727 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 6,584 6,584 △6,584 － 

計 2,916,797 2,288,514 5,205,312 △6,584 5,198,727 

営業費用 1,294,671 2,050,459 3,345,131 476,330 3,821,461 

営業利益 1,622,125 238,054 1,860,180 △482,914 1,377,265 

ホフ事業   不動産ファンドのアセットマネジメント事業 

 賃貸サポート事業  賃貸住宅の滞納家賃保証システムの提供事業  

  
ホフ事業 
（千円） 

賃貸サポート
事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 3,280,433 2,702,486 5,982,919 － 5,982,919 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計 3,280,433 2,702,486 5,982,919 － 5,982,919 

営業費用 1,540,272 2,404,170 3,944,443 436,268 4,380,711 

営業利益 1,740,160 298,316 2,038,476 △436,268 1,602,208 

ホフ事業   不動産ファンドのアセットマネジメント事業 

 賃貸サポート事業  賃貸住宅の滞納家賃保証事業  



【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）において、本邦以外の国または地域に

所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）において、本邦以外の国または地域に所在

する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 （注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２．海外売上高の地域区分は、契約の相手方の所在地域によっております。 

なお、前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）において、海外売上高がないため該

当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）  

  ケイマン諸島 計 

Ⅰ 海外売上高 （千円） 1,239,500 1,239,500 

Ⅱ 連結売上高 （千円）  5,198,727 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％） 23.8 23.8 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 26,338円25銭

１株当たり中間純利益金額 2,051円30銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
1,928円25銭

１株当たり純資産額 79,700円25銭

１株当たり当期純利益金額 7,993円50銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
7,282円78銭

 当社は平成18年２月20日をもって普通株式１株を３株

に分割しております。当該株式分割が前連結会計年度期

首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における

１株当たり情報については以下のとおりになります。 

  

１株当たり純資産額 26,566円75銭

１株当たり当期純利益金額 2,664円50銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
2,427円59銭

 

   （単位：千円）

  
当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

純資産の部の合計額 7,803,520 － 

純資産の部から控除する金額 386,088 － 

（うち少数株主持分） (386,088) － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額 7,417,431 － 

中間期末（期末）の普通株式の数（株） 281,622 － 

   （単位：千円）

  
当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額     

 中間（当期）純利益 575,527 677,701 

 普通株主に帰属しない金額 － － 

 （うち利益処分による役員賞与金） － － 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 575,527 677,701 

 期中平均株式数（株） 280,567 84,782 

      

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額     

 中間（当期）純利益調整額 － － 

 普通株式増加数（株） 17,904 8,274 

 （うち新株予約権） (17,904) (8,274) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

───── ───── 



（重要な後発事象） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

───────────────── １. 平成18年１月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように有限会社MASUKAGAMIの借入れに対し

債務保証を行っております。 

（1）債務保証の概要 

①債務保証の内容 有限会社MASUKAGAMIのオリック

ス株式会社からの借入金に対す

る連帯保証 

②債務保証額   20億円 

③債務保証期間  平成18年1月23日より 

平成18年7月24日 

（2）保証先の概要   有限会社MASUKAGAMI（特定目的

会社：SPC） 

①不動産の売買、交換、賃貸、所有及びその仲介並

びに管理 

②不動産に関する信託受益権の売買、交換、保有及

び管理 

③匿名組合財産の運用及び管理 

④前各号に附帯する一切の業務を目的とする。 

 （3）目的 

  不動産の取得、またはかかる不動産を信託財産と

する不動産管理処分信託契約にかかる不動産信託受

益権を取得し、信託受託者を通じるなどして当該不

動産の管理、運用及び処分を行うことを目的とす

る。 

 ２．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように株式分割による新株式を発行いたし

ました。 

 （1）平成18年２月20日付をもって普通株式１株を３株

に分割いたしました。 

①今回の分割により増加する株式数 

普通株式 185,396株 

②分割方法 

 平成17年12月31日(土曜日)（ただし、当日は名義

書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月

30日（金曜日））最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載または記録された株主の所有株式数を、１株

につき３株に分割いたしました。 

 以上により、平成18年２月20日現在の発行済株式

総数は、279,642株となりました。 

 （2）配当起算日     平成18年１月１日(日曜日) 

 （3）当社が発行する株式の総数の増加 

 同日開催の取締役会において、上記の株式の分割

に伴い、商法第218条第２項の規定に基づき、当社

定款上の「発行する株式の総数」について、現行の

303,600株から607,200株増加させて910,800株に変

更することを決議しております。 

 



（2）【その他】 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

───────────────── （4）新株予約権の目的たる株式の数及び行使価額の調整 

 株式の分割に伴い、商法第280条ノ20、第280条ノ21

及び臨時株主総会の決議に基づき発行している新株予

約権（ストックオプション）の新株予約権１個当たり

の目的たる株式の数及び行使価額を平成18年１月１日

（日曜日）以降、次のとおり調整いたします。 

 （平成15年７月31日及び平成15年12月８日開催の臨時

株主総会の決議によるもの） 

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

 調整後 ９株 556円  

 調整前 ３株 1,667円  

 （平成16年６月30日開催の臨時株主総会の決議による

もの） 

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

 調整後 ９株 600円  

 調整前  ３株  1,800円  

 （平成16年11月１日開催の臨時株主総会の決議による

もの） 

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

 調整後 ９株  806円  

 調整前  ３株   2,417円  



２【中間財務諸表等】 

（1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金 ※２ 1,093,751     3,366,076     2,129,751     

２．売掛金   289,517     867,119     897,415     

３．たな卸資産   17,682     16,795     14,525     

４．前渡金   194,579     281,732     377,524     

５．未収入金   210,937     447,686     326,269     

６．短期貸付金   -     1,841,175     403,580     

７．立替金   291,232     1,139,282     1,151,676     

８．その他   134,923     385,014     252,429     

  貸倒引当金   -     △2,698     △444     

流動資産合計     2,232,624 57.0   8,342,184 45.1   5,552,727 47.4 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１ 127,189     117,268     110,595     

２．無形固定資産   46,459     130,571     78,319     

３．投資その他の資産                     

（1）投資有価証券   651,588     5,564,114     4,042,047     

（2）関係会社株式   160,000     318,000     288,000     

（3）その他の関係
会社有価証券 

  -     2,045,229     -     

（4）長期貸付金   270,820     324,120     301,120     

（5）関係会社長期
貸付金 

  -     1,096,922     1,000,000     

（6）敷金保証金   332,045     554,250     350,111     

（7）その他   91,635     3,642     4,242     

 計   1,506,089     9,906,279     5,985,521     

固定資産合計     1,679,738 43.0   10,154,119 54.9   6,174,436 52.6 

Ⅲ 繰延資産                     

繰延資産合計     1,462 0.0   487 0.0   975 0.0 

資産合計     3,913,825 100.0   18,496,792 100.0   11,728,139 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．短期借入金 ※４ 1,685,000     5,826,000     2,416,000     

２．一年以内返済予定
長期借入金 

  9,960     9,250     9,960     

３．コマーシャルペー
パー 

  -     2,500,000     -     

４．未払金   352,670     1,058,812     592,292     

５．未払法人税等   200,359     496,297     595,356     

６．預り金   315,430     848,762     544,215     

７．保証履行引当金   112,265     255,733     168,603     

８．その他 ※５ 79,633     51,439     77,888     

流動負債合計     2,755,319 70.4   11,046,295 59.7   4,404,315 37.6 

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金   9,250     -     4,270     

２．その他   48,566     4,647     19,697     

固定負債合計     57,816 1.5   4,647 0.0   23,967 0.2 

負債合計     2,813,135 71.9   11,050,943 59.7   4,428,283 37.8 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     353,120 9.0   - -   3,265,361 27.8 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   317,800     -     3,230,033     

 資本剰余金合計     317,800 8.1   - -   3,230,033 27.5 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．中間（当期）未処
分利益 

  429,770     -     804,460     

利益剰余金合計     429,770 11.0   - -   804,460 6.9 

資本合計     1,100,690 28.1   - -   7,299,856 62.2 

負債・資本合計     3,913,825 100.0   - -   11,728,139 100.0 

                      

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     - -   3,266,342 17.7   - - 

２．資本剰余金                     

（1）資本準備金   -     3,231,014     -     

資本剰余金合計     - -   3,231,014 17.5   - - 

３．利益剰余金                     

（1）その他利益剰
余金 

                    

繰越利益剰余金   -     1,242,491     -     

利益剰余金合計     - -   1,242,491 6.7   - - 

株主資本合計     - -   7,739,848 41.9   - - 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評
価差額金 

    -     △294,000     -   

評価・換算差額当合
計 

    - -   △294,000 △1.6   - - 

純資産合計     - -   7,445,848 40.3   - - 

負債純資産合計     - -   18,496,792 100.0   - - 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     2,199,024 100.0 4,352,276 100.0   5,650,858 100.0 

Ⅱ 売上原価     537,841 24.5 971,556 22.3   1,413,444 25.0

売上総利益     1,661,183 75.5 3,380,720 77.7   4,237,413 75.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費     1,173,194 53.3 2,505,900 57.6   2,870,453 50.8

営業利益     487,988 22.2 874,819 20.1   1,366,959 24.2

Ⅳ 営業外収益 ※１   5,372 0.2 21,545 0.5   14,665 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２   81,471 3.7 38,339 0.9   166,546 3.0

経常利益     411,889 18.7 858,025 19.7   1,215,077 21.5

Ⅵ 特別損失 ※３   8,704 0.4 - -   56,508 1.0

税引前中間（当期）
純利益 

    403,184 18.3 858,025 19.7   1,158,568 20.5

法人税、住民税及び
事業税 

  194,000   478,358 698,500   

法人税等調整額   △4,224 189,776 8.6 △58,362 419,995 9.6 △128,030 570,469 10.1

中間（当期）純利益     213,408 9.7 438,030 10.1   588,099 10.4

前期繰越利益     216,361 -   216,361 

中間（当期）未処分
利益 

    429,770 -   804,460 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

  （単位：千円） 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
その他有価証券
評価差額金 

資本準備金 
その他利益剰余金

繰越利益剰余金 

平成17年12月31日 残高 3,265,361 3,230,033 804,460 7,299,856 - 7,299,856 

中間会計期間中の変動額       

新株の発行 980 980 - 1,961 - 1,961 

中間純利益 - - 438,030 438,030 - 438,030 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
- - - - △294,000 △294,000 

中間会計期間中の変動額合計 980 980 438,030 439,992 △294,000 145,992 

平成18年６月30日 残高 3,266,342 3,231,014 1,242,491 7,739,848 △294,000 7,445,848 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 前事業年度第３四半期より、連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間については中間連結財務諸表におい

て記載しております。 
 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税引前中間純利益   403,184 

２．減価償却費   5,003 

３．ソフトウェア償却費   516 

４．繰延資産償却   487 

５．保証履行引当金の増加額   11,265 

６．受取利息及び受取配当金   △4,908 

７．支払利息   23,953 

８．支払手数料   54,163 

９．新株発行費   2,863 

10．売上債権の増加額   △115,971 

11．たな卸資産の増加額   △6,929 

12．前渡金の増加額   △150,174 

13．未収入金の増加額   △160,879 

14．立替金の増加額   △162,371 

15．未払金の増加額   207,879 

16．預り金の増加額   184,384 

17．その他   80,750 

小計   373,218 

18．利息及び配当金の受取額   3,223 

19．利息、手数料及び保証料の支払額   △109,663 

20．法人税等の支払額   △254,369 

営業活動によるキャッシュ・フロー   12,408 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．有形固定資産の取得による支出   △61,497 

２．無形固定資産の取得による支出   △45,948 

３．投資有価証券の取得による支出   △4,677,082 

４．投資有価証券の払戻しによる収入   4,273,000 

５．関係会社への出資による支出   △160,000 

６．短期貸付金の増加額   △260 

７．長期貸付けによる支出   △189,560 

８．長期貸付金の回収による収入   83,500 

９．敷金保証金の差入れによる支出   △205,582 

10．敷金保証金の返還による収入   4,535 

11．その他   △78,010 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,056,905 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の増加額   1,528,100 

２．長期借入れによる収入   1,980,000 

３．長期借入金の返済による支出   △1,984,980 

４．上場関連費用の支払額   △5,292 

５．その他   △2,863 

財務活動によるキャッシュ・フロー   1,514,963 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   470,467 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   623,284 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 1,093,751 
      



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

（1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

その他有価証券 

     ─────  

  

  

 

  

  

  

時価のないもの  

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

（1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）によっておりま

す。 

時価のないもの  

同左 

（1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  

 その他有価証券 

     ─────  

  

 

  

  

  

  

時価のないもの 

同左 

 匿名組合出資金 

 匿名組合の損益のうち当社

に帰属する持分相当額を売上

高に計上するとともに「投資

有価証券」を加減する処理を

行っております。 

匿名組合出資金 

 匿名組合の損益のうち当社

に帰属する持分相当額を売上

高に計上するとともに「投資

有価証券」、「その他の関係

会社有価証券を加減する処理

を行っております。 

匿名組合出資金 

 匿名組合の損益のうち当社

に帰属する持分相当額を売上

高に計上するとともに「投資

有価証券」を加減する処理を

行っております。 

 （2）たな卸資産 

① 仕掛品 

 個別法に基づく原価法に

よっております。 

（2）たな卸資産 

① 仕掛品 

同左 

（2）たな卸資産 

① 仕掛品 

同左 

 ② 貯蔵品 

 最終仕入原価法によって

おります。 

② 貯蔵品 

同左 

② 貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物       15年 

器具備品     ４年 

（1）有形固定資産 

同左  

（1）有形固定資産 

同左 

 （2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。 

（2）無形固定資産 

同左 

（2）無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法 （1）創立費 

 商法施行規則の規定に基づ

き、５年内に均等額以上を償却

する方法を採用しております。 

（1）創立費 

 ５年内に均等額以上を償却す

る方法を採用しております。 

（1）創立費 

 商法施行規則の規定に基づ

き、５年内に均等額以上を償却

する方法を採用しております。 

 （2）開業費 

 商法施行規則の規定に基づ

き、５年内に均等額以上を償却

する方法を採用しております。 

（2）開業費 

 ５年内に均等額以上を償却す

る方法を採用しております。 

（2）開業費 

 商法施行規則の規定に基づ

き、５年内に均等額以上を償却

する方法を採用しております。 

 （3）新株発行費 

 支出時に全額費用処理してお

ります。 

（3）新株発行費 

同左 

（3）新株発行費 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

４．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

 なお、当中間会計期間末にお

いては過去に貸倒実績がなく、

かつ個別に貸倒が懸念される債

権等がないため、貸倒引当金は

計上しておりません。  

（1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

 （2）保証履行引当金 

 滞納家賃保証事業に係る損失

に備えるため、過去の実績保証

履行損失率を勘案し、損失負担

見込額を計上しております。 

（2）保証履行引当金 

同左 

（2）保証履行引当金 

同左 

５．収益及び費用の計上基準  滞納家賃保証事業の収益は、当

中間会計期間中の契約締結に係る

契約金額全額を計上しておりま

す。 

  

同左  滞納家賃保証事業の収益は、当

期中の契約締結に係る契約金額全

額を計上しております。 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３か

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

───── ───── 

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更  

項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準 

─────  当中間会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及

び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当

する金額は7,445,848千円であり

ます。 

 なお、中間財務諸表等規則の

改正により、当中間会計期間に

おける中間貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成して

おります。 

───── 



表示方法の変更  

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

（貸借対照表） 

前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「未収入金」は、当中間会計期間にお

いて、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記い

たしました。 

 なお、前中間会計期間末の「未収入金」は20,658千円

であります。 

  

（貸借対照表） 

前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「短期貸付金」は、当中間会計期間に

おいて、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

いたしました。 

 なお、前中間会計期間末における「短期貸付金」の金

額は3,760千円であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他流動資

産の増加額」、「その他の流動負債の増加額」及び「そ

の他固定負債の増加額」につきましては、重要性がなく

なりましたので、当中間会計期間より「その他」に純額

表示することとしました。 

 なお、当中間会計期間の「その他」を総額表示する

と、「その他流動資産の増加額」の金額は22,617千円、

「その他の流動負債の増加額」の金額は54,936千円及び

「その他固定負債の増加額」の金額は45,237千円となり

ます。 

────────── 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

────────── ──────────  「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以後に開始する事

業年度から外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費は28,315

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益がそれぞれ同額減少しておりま

す。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

9,552千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

23,965千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

14,836千円 

※２．     ───── ※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産 

※２．     ───── 

  定期預金 367,500千円   

  担保付債務 

 有限会社リプラスロード８の借入金及

び未払費用の総額9,005,732千円に対し

て、上記資産を担保に提供しておりま

す。 

  

 ３．偶発債務 

（１）連帯保証債務 

 滞納家賃保証事業に係る保証極度相

当額であります。 

保証極度相当額    15,534,524千円 

 ３．偶発債務 

（１）連帯保証債務 

 滞納家賃保証事業に係る保証極度相

当額であります。 

保証極度相当額    32,780,612千円 

 ３．偶発債務 

（１）連帯保証債務 

 滞納家賃保証事業に係る保証極度相

当額であります。 

保証極度相当額     22,605,614千円 

（２）    ───── （２）保証債務 

 下記の会社の借入金に対する債務保証 

有限会社MASUKAGAMI 2,000,000千円

リプラス・インベストメ

ンツ株式会社 
2,000,000千円

（２）    ───── 

※４．コミットメントライン 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

※４．コミットメントライン 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

※４．コミットメントライン 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
1,780,000千円

借入実行残高 1,507,000千円

差引額 273,000千円

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
3,280,000千円

借入実行残高 2,107,000千円

差引額 1,173,000千円

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
1,980,000千円

借入実行残高 1,407,000千円

差引額 573,000千円

※５．消費税等の取扱 

 仮受消費税等と控除対象の仮払消費税

等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

※５．消費税等の取扱 

同左 

※５．    ───── 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 4,908千円 受取利息配当金 17,712千円

業務受託収入 2,700千円

受取利息配当金 11,817千円

業務受託収入 1,725千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 23,953千円

支払手数料 54,163千円

支払利息 30,152千円 支払利息 39,823千円

支払手数料 82,451千円

新株発行費 43,294千円

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．          ───── ※３．特別損失のうち主要なもの 

移転費用 8,704千円  移転費用 56,508千円

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 

有形固定資産 5,003千円

無形固定資産 516千円

有形固定資産 9,128千円

無形固定資産 1,323千円

有形固定資産 15,190千円

無形固定資産 1,732千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   該当事項はありません。 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「中間キャッシュ・フロー計算書関係」の注記につ

いては、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

前事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「キャッシュ・フロー計算書関係」の注記については、連結

財務諸表における注記事項として記載しております。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 1,093,751千円

現金及び現金同等物 1,093,751千円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

器具備品 289,225 17,335 271,889 

ソフトウェア 32,303 5,727 26,576 

合計 321,529 23,063 298,466 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

建物 35,953 7,511 28,442

器具備品 352,852 73,131 279,720

ソフトウェア 243,832 34,135 209,696

合計 632,638 114,778 517,859

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

建物 35,953 4,473 31,480

器具備品 283,725 41,017 242,707

ソフトウェア 53,281 10,348 42,932

合計 372,960 55,839 317,120

（2）未経過リース料中間期末残高相当額 （2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 54,194千円

１年超 246,648千円

合計 300,843千円

１年内 115,979千円

１年超 411,315千円

合計 527,295千円

１年内      65,198千円

１年超       257,508千円

合計       322,706千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 17,181千円

減価償却費相当額 15,051千円

支払利息相当額 3,751千円

支払リース料 65,615千円

減価償却費相当額 58,938千円

支払利息相当額 10,526千円

支払リース料      54,474千円

減価償却費相当額      47,827千円

支払利息相当額    11,477千円

（4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

  

（5）利息相当額の算定方法 

同左 

（5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引  

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引  

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引  

未経過リース料 

１年内 1,680千円

１年超 2,520千円

合計 4,200千円

１年内 1,680千円

１年超 840千円

合計 2,520千円

１年内       1,680千円

１年超      1,680千円

合計      3,360千円

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在）は、中間連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」の注

記については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものはありません。 

前事業年度末（平成17年12月31日現在） 

前事業年度末については、連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」の注記については、連結財務諸

表における注記事項として記載しております。なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありませ

ん。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引関係」の注記につい

ては、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

前事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引関係」の注記については、連

結財務諸表における注記事項として記載しております。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

当社には持分法を適用すべき重要な関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「持分法損益等」の注記については記載

しておりません。 

前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

前事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「持分法損益等」の注記については記載しており

ません。 

時価評価されていない主な有価証券の内容  

  中間貸借対照表計上額（千円） 

（1）子会社株式及び関連会社株式  

①子会社株式 160,000 

 合計 160,000 

（2）その他有価証券  

①匿名組合出資金 644,088 

②非上場株式 7,500 

 合計 651,588 



（１株当たり情報） 

 （注） １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 13,056円82銭

１株当たり中間純利益金額 2,531円54銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
2,303円69銭

１株当たり純資産額 26,439円16銭

１株当たり中間純利益金額 1,561円24銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
1,467円58銭

１株当たり純資産額 78,748円80銭

１株当たり当期純利益金額 6,936円64銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
6,319円89銭

  当社は平成17年５月20日付をもって普通株

式１株を３株に分割しております。当該株式

分割が前事業年度期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度及び前中間会計期間におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以下のとおり

となります。 

  当社は平成18年２月20日付をもって普通株

式１株を３株に分割しております。当該株式

分割が前事業年度期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度及び前中間会計期間におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以下のとおり

となります。 

  当社は平成17年５月20日付をもって普通株

式１株を３株に分割しております。当該株式

分割が前事業年度期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報

は、以下のとおりになります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

2,528円74銭 10,525円29銭 

１株当たり中間純利

益金額 

１株当たり当期純利

益金額 

715円14銭 2,785円35銭 

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益 

金額 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

金額 

－円－銭 2,772円50銭 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

4,352円27銭 26,249円60銭

１株当たり中間純利

益金額 

１株当たり当期純利

益金額 

843円85銭 2,312円21銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益 

金額 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

767円90銭 2,106円63銭

前事業年度 

１株当たり純資産額 

10,525円29銭

１株当たり当期純利益金額  

  

2,785円35銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  

2,772円50銭

   （単位：千円）

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

純資産の部の合計額 － 7,445,848 －

純資産の部から控除する金額 － － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額 － 7,445,848 －

中間期末（期末）の普通株式の数 － 281,622 －

   （単位：千円）

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額 

 中間（当期）純利益 213,408 438,030 588,099

 普通株主に帰属しない金額 － － －

 （うち利益処分による役員賞与金） － － －

 普通株式に係る中間（当期）純利益 213,408 438,030 588,099

 期中平均株式数（株） 84,300 280,567 84,782

  

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益
金額 

 中間（当期）純利益調整額 － － －

 普通株式増加数（株） 8,338 17,904 8,274

 （うち新株予約権） (8,338) (17,904) (8,274) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

───── ───── ───── 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

────────── １．平成18年７月20日開催の取締役会におい

て、平成18年１月18日開催の取締役会に

おいて決議した有限会社MASUKAGAMIの借

入れに対する債務保証について、以下の

ように債務保証期間延長を行うことを決

議しております。  

（1）平成18年1月18日に決議された債務保証

の概要 

①債務保証の内容 

有限会社MASUKAGAMIのオリックス株式

会社からの借入金に対する連帯保証 

②債務保証額  20億円 

③債務保証期間  

平成18年1月23日より平成18年7月24日 

（2）上記と変更となる債務保証の概要 

①債務保証期間  

平成19年１月23日まで 

１．平成18年１月18日開催の当社取締役会の

決議に基づき、以下のように有限会社

MASUKAGAMIの借入れに対し債務保証を行

っております。 

（1）債務保証の概要 

①債務保証の内容 

有限会社MASUKAGAMIのオリックス株式

会社からの借入金に対する連帯保証 

②債務保証額  20億円 

③債務保証期間  

平成18年1月23日より平成18年7月24日 

（2）保証先の概要 

有限会社MASUKAGAMI（特定目的会社：

SPC） 

①不動産の売買、交換、賃貸、所有及びそ

の仲介並びに管理 

②不動産に関する信託受益権の売買、交

換、保有及び管理 

③匿名組合財産の運用及び管理 

④前各号に附帯する一切の業務を目的とす

る。 

（3）目的 

 不動産の取得、またはかかる不動産

を信託財産とする不動産管理処分信託

契約にかかる不動産信託受益権を取得

し、信託受託者を通じるなどして当該

不動産の管理、運用及び処分を行うこ

とを目的とする。 

２．平成17年11月18日開催の当社取締役会の

決議に基づき、以下のように株式分割に

よる新株式を発行いたしました。 

（1）平成18年２月20日付をもって普通株式

１株を３株に分割いたしました。 

①今回の分割により増加する株式数  

普通株式 185,396株 

②分割方法 

 平成17年12月31日(土曜日)（ただ

し、当日は名義書換代理人の休業日に

つき、実質上は平成17年12月30日（金

曜日））最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所

有株式数を、１株につき３株に分割い

たしました。 

 以上により、平成18年２月20日現在

の発行済株式総数は、279,642株となり

ました。 

（2）配当起算日 

平成18年１月１日(日曜日) 

（3）当社が発行する株式の総数の増加 

 同日開催の取締役会において、上記

の株式の分割に伴い、商法第218条第２

項の規定に基づき、当社定款上の「発

行する株式の総数」について、現行の

303,600株から607,200株増加させて

910,800株に変更することを決議してお

ります。 

  

 



前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

────────── ────────── （4）新株予約権の目的たる株式の数及び行

使価額の調整 

 株式の分割に伴い、商法第280条ノ

20、第280条ノ21及び臨時株主総会の決

議に基づき発行している新株予約権（ス

トックオプション）の新株予約権１個当

たりの目的たる株式の数及び行使価額を

平成18年１月１日（日曜日）以降、次の

とおり調整いたします。 

（平成15年7月31日及び平成15年12月8日開催

の臨時株主総会の決議によるもの） 

（平成16年6月30日開催の臨時株主総会の決

議によるもの） 

（平成16年11月1日開催の臨時株主総会の決

議によるもの） 

（5）当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前期における１株当たり情報及び

当期首に行われたと仮定した場合の当期に

おける１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。 

 
新株予約権の目

的たる新株の数 
行使価額 

調整後 ９株 556円 

調整前 ３株 1,667円 

 
新株予約権の目

的たる新株の数 
行使価額 

調整後 ９株 600円 

調整前 ３株 1,800円 

 
新株予約権の目

的たる新株の数 
行使価額 

調整後 ９株 806円 

調整前 ３株 2,417円 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

 3,508円43銭  26,249円60銭

１株当たり当期純利

益 

１株当たり当期純利

益 

928円45銭 2,312円21銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

 924円17銭  2,106円63銭



（2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第４期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月30日関東財務局長に提出 

（2）有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年５月24日 関東財務局長に提出 

 事業年度（第４期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年９月20日 

株式会社リプラス  

 取締役会 御中    

 みかさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 安田 幸一 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小橋川 淳一 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社リプラスの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年１月１日から平

成18年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社リプラス及び連結子会社の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年９月２２日

株 式 会 社 リ プ ラ ス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リプラスの

平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第４期事業年度の中間会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年６月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社リプラスの平成１７年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年

６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 青 山 裕 治 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 岸   聡 

      



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年９月20日 

株式会社リプラス  

 取締役会 御中    

 みかさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 安田 幸一 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小橋川 淳一 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社リプラスの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第５期事業年度の中間会計期間（平成18年１月１日から平成

18年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社リプラスの平成18年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年１月１日か

ら平成18年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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